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非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を
改正する政令の施行について（通知）

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令（平
成１７年政令第４７号）が、平成１７年３月１８日に公布施行されました。
貴職におかれましては、下記事項に留意のうえ、条例の改正等を速やかに行う等、

今回の政令改正の趣旨に沿って適切に運用されるとともに、各都道府県知事におか
れましては、貴都道府県内の市町村、関係一部事務組合及び広域連合並びに水害予
防組合に対してもこの旨周知願います。

記

１ 改正の趣旨

非常勤消防団員等の障害補償等に係る障害の等級について、地方公務員災害補
償法の規定に準じて所要の規定を整備する等の改正を行うこと。

２ 改正の内容

(1) 手指の障害の等級の改定
一手の示指を失ったものに係る障害の等級を第１０級から１級引き下げて第

１１級（一手の中指又は環指を失ったものに係る障害の等級と同一の等級）と
し、一手の小指を失ったものに係る障害の等級を第１３級から１級引き上げて
第１２級としたこと。また、これらの改定に伴い、複数の手指を失ったものに
係る障害の等級を改定するとともに、手指の用を廃したもの等に係る障害の等
級を手指を失ったものの例に準じて改定したこと。（別表第三）

(2) 眼の障害の等級の改定
複視に係る障害については、これまで別表第三に定める各等級の障害に相当

するもの（いわゆる「準用等級」）とされており、その障害の等級は、正面視
で複視を生ずるものについて第１２級、左右上下視で複視を生ずるものについ
て第１４級とされていたが、同表に正面視で複視を残すもの及び正面視以外で



複視を残すものとして掲げることとするとともに、それらの障害の等級につい
て、それぞれ第１０級及び第１３級としたこと。（別表第三）

(3) その他
所要の用語の整理を行ったこと。（別表第二及び別表第三）

３ 適用関係

(1) 施行期日等
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の非常勤消防団員

等に係る損害補償の基準を定める政令の規定は、平成１６年７月１日から適用
すること。（改正政令附則第１条）

(2) 経過措置
その他この政令の施行に関し必要な経過措置を定めること。（改正政令附則

第２条及び第３条）



政
令
第
四
十
七
号

非
常
勤
消
防
団
員
等
に
係
る
損
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
消
防
組
織
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
十
五
条
の
七
第
一
項
、
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法

律
第
百
八
十
六
号
）
第
三
十
六
条
の
三
第
一
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
水
防
法
（
昭
和

二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
六
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

非
常
勤
消
防
団
員
等
に
係
る
損
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
三
百
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
第
一
級
の
項
第
五
号
及
び
第
六
号
中
「
上
肢
」
を
「
上
肢
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
及
び
第
八
号
中
「
下
肢
」
を

し

し

「
下
肢
」
に
改
め
、
同
表
第
二
級
の
項
第
四
号
中
「
上
肢
」
を
「
上
肢
」
に
、
「
腕
関
節
」
を
「
手
関
節
」
に
改
め
、
同
項
第

し

五
号
中
「
下
肢
」
を
「
下
肢
」
に
改
め
る
。

し

別
表
第
三
第
一
級
の
項
第
五
号
及
び
第
六
号
中
「
上
肢
」
を
「
上
肢
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
及
び
第
八
号
中
「
下
肢
」
を

し

し

「
下
肢
」
に
改
め
、
同
表
第
二
級
の
項
第
五
号
中
「
上
肢
」
を
「
上
肢
」
に
、
「
腕
関
節
」
を
「
手
関
節
」
に
改
め
、
同
項
第

し

六
号
中
「
下
肢
」
を
「
下
肢
」
に
改
め
、
同
表
第
四
級
の
項
第
四
号
中
「
上
肢
」
を
「
上
肢
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
下

し

し



肢
」
を
「
下
肢
」
に
改
め
、
同
表
第
五
級
の
項
第
四
号
中
「
上
肢
」
を
「
上
肢
」
に
、
「
腕
関
節
」
を
「
手
関
節
」
に
改
め
、

し

し

同
項
第
五
号
中
「
下
肢
」
を
「
下
肢
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
上
肢
」
を
「
上
肢
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
中
「
下
肢
」

し

し

し

を
「
下
肢
」
に
改
め
、
同
表
第
六
級
の
項
第
五
号
中
「
奇
形
」
を
「
変
形
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
上
肢
」
を
「
上
肢
」

し

に
改
め
、
同
項
第
七
号
中
「
下
肢
」
を
「
下
肢
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
中
「
及
び
示
指
」
を
削
り
、
同
表
第
七
級
の
項
第
六

し

号
中
「
及
び
示
指
を
失
つ
た
も
の
又
は
母
指
若
し
く
は
示
指
」
を
削
り
、
「
以
上
」
を
「
の
手
指
を
失
つ
た
も
の
又
は
母
指
以

外
の
四
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
中
「
及
び
示
指
」
を
削
り
、
同
項
第
九
号
中
「
上
肢
」
を
「
上
肢
」
に
、
「
仮
関
節
」
を
「

し

偽
関
節
」
に
改
め
、
同
項
第
一
〇
号
中
「
下
肢
」
を
「
下
肢
」
に
、
「
仮
関
節
」
を
「
偽
関
節
」
に
改
め
、
同
表
第
八
級
の
項

し

第
三
号
中
「
手
指
」
の
下
に
「
を
失
つ
た
も
の
又
は
母
指
以
外
の
三
の
手
指
」
を
加
え
、
同
項
第
四
号
中
「
及
び
示
指
又
は
母

指
若
し
く
は
示
指
」
を
削
り
、
「
以
上
」
を
「
の
手
指
の
用
を
廃
し
た
も
の
又
は
母
指
以
外
の
四
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中

「
下
肢
」
を
「
下
肢
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
上
肢
」
を
「
上
肢
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
中
「
下
肢
」
を
「
下
肢
」
に

し

し

し

改
め
、
同
項
第
八
号
中
「
上
肢
」
を
「
上
肢
」
に
、
「
仮
関
節
」
を
「
偽
関
節
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
中
「
下
肢
」
を
「
下

し

し

肢
」
に
、
「
仮
関
節
」
を
「
偽
関
節
」
に
改
め
、
同
表
第
九
級
の
項
第
一
二
号
中
「
を
失
つ
た
も
の
、
示
指
を
含
み
」
を
「
又

は
母
指
以
外
の
」
に
改
め
、
「
又
は
母
指
及
び
示
指
以
外
の
三
の
手
指
を
失
つ
た
も
の
」
を
削
り
、
同
項
第
一
三
号
中
「
手
指



」
の
下
に
「
の
用
を
廃
し
た
も
の
又
は
母
指
以
外
の
三
の
手
指
」
を
加
え
、
同
表
第
一
〇
級
の
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
五
号

を
第
六
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

正
面
視
で
複
視
を
残
す
も
の

別
表
第
三
第
一
〇
級
の
項
第
七
号
中
「
の
用
を
廃
し
た
も
の
、
示
指
を
含
み
二
の
手
指
の
用
を
廃
し
た
も
の
」
を
削
り
、
「

及
び
示
指
以
外
の
三
」
を
「
以
外
の
二
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
中
「
下
肢
」
を
「
下
肢
」
に
改
め
、
同
項
第
一
〇
号
中
「
上

し

肢
」
を
「
上
肢
」
に
改
め
、
同
項
第
一
一
号
中
「
下
肢
」
を
「
下
肢
」
に
改
め
、
同
表
第
一
一
級
の
項
第
七
号
中
「
奇
形
」
を

し

し

「
変
形
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
中
「
一
手
の
」
の
下
に
「
示
指
、
」
を
加
え
、
「
薬
指
」
を
「
環
指
」
に
改
め
、
同
項
中
第

九
号
を
削
り
、
第
一
〇
号
を
第
九
号
と
し
、
第
一
一
号
を
第
一
〇
号
と
し
、
同
表
第
一
二
級
の
項
第
四
号
中
「
耳
殻
」
を
「
耳

か
く

殻
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
奇
形
」
を
「
変
形
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
上
肢
」
を
「
上
肢
」
に
改
め
、
同
項
第
七

し

号
中
「
下
肢
」
を
「
下
肢
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
中
「
奇
形
」
を
「
変
形
」
に
改
め
、
同
項
中
第
一
四
号
を
第
一
五
号
と
し

し

、
第
一
三
号
を
第
一
四
号
と
し
、
同
項
第
一
二
号
中
「
頑
固
」
を
「
頑
固
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
一
三
号
と
し
、
同
項
中

が
ん

第
一
一
号
を
第
一
二
号
と
し
、
第
一
〇
号
を
第
一
一
号
と
し
、
同
項
第
九
号
中
「
一
手
の
」
の
下
に
「
示
指
、
」
を
加
え
、
「

薬
指
」
を
「
環
指
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
一
〇
号
と
し
、
同
項
第
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。



九

一
手
の
小
指
を
失
つ
た
も
の

別
表
第
三
第
一
三
級
の
項
中
第
七
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
同
項
第
五
号
中
「
を
失
つ
た
」
を
「
の
用
を
廃
し

た
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と

し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

正
面
視
以
外
で
複
視
を
残
す
も
の

別
表
第
三
第
一
三
級
の
項
第
八
号
を
削
り
、
同
項
第
九
号
中
「
下
肢
」
を
「
下
肢
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
八
号
と
し
、

し

同
項
中
第
一
〇
号
を
第
九
号
と
し
、
第
一
一
号
を
第
一
〇
号
と
し
、
同
表
第
一
四
級
の
項
第
四
号
中
「
上
肢
」
を
「
上
肢
」
に

し

改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
下
肢
」
を
「
下
肢
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
を
削
り
、
同
項
第
七
号
中
「
及
び
示
指
」
を
削
り
、
同

し

号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
第
八
号
中
「
及
び
示
指
」
を
削
り
、
「
末
関
節
」
を
「
遠
位
指
節
間
関
節
」
に
改
め
、
同
号
を

同
項
第
七
号
と
し
、
同
項
中
第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
第
一
〇
号
を
第
九
号
と
し
、
第
一
一
号
を
第
一
〇
号
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
等
）

第
一
条

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
非
常
勤
消
防
団
員
等
に
係
る
損
害
補
償
の
基



準
を
定
め
る
政
令
（
以
下
「
新
令
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
平
成
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

新
令
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
非
常
勤
消
防
団
員
等
（
以
下
「
非
常
勤
消
防
団
員
等
」
と
い
う
。
）
が
公
務
に
よ

り
、
若
し
く
は
消
防
作
業
若
し
く
は
水
防
（
以
下
「
消
防
作
業
等
」
と
い
う
。
）
に
従
事
し
、
若
し
く
は
救
急
業
務
に
協
力

し
た
こ
と
に
よ
り
、
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
平
成
十
六
年
六
月
三
十
日
以
前
に
治
っ
た
と
き
、
又
は
同
日
以

前
に
障
害
補
償
年
金
を
受
け
る
者
の
当
該
障
害
の
程
度
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
に
お
け
る
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
前
の
非
常

勤
消
防
団
員
等
に
係
る
損
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
（
以
下
「
旧
令
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
又
は
第
七
項
の
規

定
に
よ
る
障
害
補
償
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

非
常
勤
消
防
団
員
等
が
公
務
に
よ
り
、
若
し
く
は
消
防
作
業
等
に
従
事
し
、
若
し
く
は
救
急
業
務
に
協
力
し
た
こ
と
に
よ

り
、
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
平
成
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
の
属
す
る
月
の
末
日
ま
で

の
間
に
治
っ
た
と
き
、
又
は
当
該
期
間
に
お
い
て
障
害
補
償
年
金
を
受
け
る
者
の
当
該
障
害
の
程
度
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き

に
お
け
る
新
令
第
六
条
第
一
項
又
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
補
償
に
係
る
新
令
別
表
第
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は

、
同
表
第
七
級
の
項
第
六
号
中
「
の
母
指
」
と
あ
る
の
は
「
の
母
指
及
び
示
指
、
母
指
若
し
く
は
示
指
」
と
、
同
表
第
八
級



の
項
第
三
号
中
「
以
外
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
示
指
以
外
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
の
母
指
」
と
あ
る
の
は
「
の
母
指
及
び

示
指
、
母
指
若
し
く
は
示
指
」
と
、
同
表
第
九
級
の
項
第
一
三
号
中
「
以
外
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
示
指
以
外
」
と
、
同
表

第
一
○
級
の
項
第
七
号
中
「
母
指
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
示
指
を
失
つ
た
も
の
又
は
一
手
の
母
指
若
し
く
は
」
と
、
同
表
第

一
一
級
の
項
第
八
号
中
「
示
指
、
中
指
又
は
環
指
を
失
つ
た
も
の
」
と
あ
る
の
は
「
中
指
若
し
く
は
環
指
を
失
つ
た
も
の
又

は
一
手
の
示
指
の
用
を
廃
し
た
も
の
」
と
、
同
表
第
一
二
級
の
項
第
一
○
号
中
「
示
指
、
中
指
」
と
あ
る
の
は
「
中
指
」
と

、
同
表
第
一
三
級
の
項
第
七
号
中
「
母
指
」
と
あ
る
の
は
「
母
指
若
し
く
は
示
指
」
と
、
「
も
の
」
と
あ
る
の
は
「
も
の
又

は
一
手
の
示
指
の
遠
位
指
節
間
関
節
を
屈
伸
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
た
も
の
」
と
、
同
表
第
一
四
級
の
項
第
六
号
及
び

第
七
号
中
「
母
指
」
と
あ
る
の
は
「
母
指
及
び
示
指
」
と
す
る
。

３

旧
令
第
六
条
第
一
項
又
は
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
障
害
補
償
年
金
又
は
障
害
補
償
一
時
金
を
支
給
さ
れ
た
者
で
前
項

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
新
令
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
読
替
え
後
の
新
令
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一

項
又
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
補
償
年
金
又
は
障
害
補
償
一
時
金
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
も
の
（
次
項
に
規
定
す
る
者

を
除
く
。
）
に
対
す
る
同
条
第
一
項
又
は
第
七
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
旧
令
第
六
条
第
一
項
又
は
第
七
項
の
規
定

に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
障
害
補
償
年
金
又
は
障
害
補
償
一
時
金
は
、
そ
れ
ぞ
れ
読
替
え
後
の
新
令
第
六
条
第
一
項
又
は
第



七
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
補
償
年
金
又
は
障
害
補
償
一
時
金
の
内
払
と
み
な
す
。

４

旧
令
第
六
条
第
一
項
又
は
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
障
害
補
償
一
時
金
を
支
給
さ
れ
た
者
で
読
替
え
後
の
新
令
第
六
条

第
一
項
又
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
補
償
年
金
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
対
す
る
同
条
第
一
項
又
は
第
七
項
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
旧
令
第
六
条
第
一
項
又
は
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
障
害
補
償
一
時
金
は
、
読
替

え
後
の
新
令
第
六
条
第
一
項
又
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
補
償
年
金
の
内
払
と
み
な
す
。

第
三
条

非
常
勤
消
防
団
員
等
が
平
成
十
六
年
六
月
三
十
日
以
前
に
公
務
に
よ
り
、
又
は
消
防
作
業
等
に
従
事
し
、
若
し
く
は

救
急
業
務
に
協
力
し
た
こ
と
に
よ
り
、
死
亡
し
た
場
合
に
お
け
る
旧
令
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
遺
族
補
償
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

非
常
勤
消
防
団
員
等
が
平
成
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
の
属
す
る
月
の
末
日
ま
で
の
間
に
公
務
に
よ

り
、
若
し
く
は
消
防
作
業
等
に
従
事
し
、
若
し
く
は
救
急
業
務
に
協
力
し
た
こ
と
に
よ
り
、
死
亡
し
た
場
合
、
又
は
当
該
期

間
に
お
い
て
新
令
第
八
条
第
一
項
第
四
号
の
夫
、
子
、
父
母
、
孫
、
祖
父
母
若
し
く
は
兄
弟
姉
妹
若
し
く
は
新
令
第
八
条
の

二
第
四
項
の
妻
の
当
該
障
害
の
程
度
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
に
お
け
る
新
令
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
遺
族
補
償
に
係
る
新
令

別
表
第
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
表
第
七
級
の
項
第
六
号
中
「
の
母
指
」
と
あ
る
の
は
、
「
の
母
指
及
び
示
指
、



母
指
若
し
く
は
示
指
」
と
す
る
。

３

旧
令
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
遺
族
補
償
年
金
又
は
遺
族
補
償
一
時
金
を
支
給
さ
れ
た
者
で
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
さ
れ
る
新
令
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
読
替
え
後
の
新
令
」
と
い
う
。
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
遺
族
補
償

年
金
又
は
遺
族
補
償
一
時
金
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
も
の
（
次
項
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
）
に
対
す
る
同
条
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
旧
令
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
遺
族
補
償
年
金
又
は
遺
族
補
償
一
時
金
は
、
そ
れ
ぞ
れ
読

替
え
後
の
新
令
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
遺
族
補
償
年
金
又
は
遺
族
補
償
一
時
金
の
内
払
と
み
な
す
。

４

旧
令
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
遺
族
補
償
一
時
金
を
支
給
さ
れ
た
者
で
読
替
え
後
の
新
令
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
遺
族

補
償
年
金
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
対
す
る
同
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
旧
令
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
支

給
さ
れ
た
遺
族
補
償
一
時
金
は
、
読
替
え
後
の
新
令
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
遺
族
補
償
年
金
の
内
払
と
み
な
す
。



非
常
勤
消
防
団
員
等
に
係
る
損
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
新
旧
対
照
条
文

○

非
常
勤
消
防
団
員
等
に
係
る
損
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
三
百
三
十
五
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
第
二

傷
病
補
償
表
（
第
五
条
の
二
、
第
十
一
条
の
二
関
係
）

別
表
第
二

傷
病
補
償
表
（
第
五
条
の
二
、
第
十
一
条
の
二
関
係
）

傷
病
等
級

倍

数

障

害

の

状

態

傷
病
等
級

倍

数

障

害

の

状

態

第

一

級

三
一
三

一
～
四

（
略
）

第

一

級

三
一
三

一
～
四

（
略
）

五

両
上
肢
を
ひ
じ
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

五

両
上
肢
を
ひ
じ
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

し

六

両
上
肢
の
用
を
全
廃
し
て
い
る
も
の

六

両
上
肢
の
用
を
全
廃
し
て
い
る
も
の

し

七

両
下
肢
を
ひ
ざ
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

七

両
下
肢
を
ひ
ざ
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

し

八

両
下
肢
の
用
を
全
廃
し
て
い
る
も
の

八

両
下
肢
の
用
を
全
廃
し
て
い
る
も
の

し

九

（
略
）

九

（
略
）

第

二

級

二
七
七

一
～
三

（
略
）

第

二

級

二
七
七

一
～
三

（
略
）

四

両
上
肢
を
手
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

四

両
上
肢
を
腕
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

し

五

両
下
肢
を
足
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

五

両
下
肢
を
足
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

し

六

（
略
）

六

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

別
表
第
三

障
害
補
償
表
（
第
六
条
、
第
八
条
、
第
十
一
条
の
二
関
係
）

別
表
第
三

障
害
補
償
表
（
第
六
条
、
第
八
条
、
第
十
一
条
の
二
関
係
）

等

級

倍

数

障

害

等

級

倍

数

障

害

第

一

級

三
一
三

一
～
四

（
略
）

第

一

級

三
一
三

一
～
四

（
略
）



五

両
上
肢
を
ひ
じ
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

五

両
上
肢
を
ひ
じ
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

し

六

両
上
肢
の
用
を
全
廃
し
た
も
の

六

両
上
肢
の
用
を
全
廃
し
た
も
の

し

七

両
下
肢
を
ひ
ざ
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

七

両
下
肢
を
ひ
ざ
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

し

八

両
下
肢
の
用
を
全
廃
し
た
も
の

八

両
下
肢
の
用
を
全
廃
し
た
も
の

し

第

二

級

二
七
七

一
～
四

（
略
）

第

二

級

二
七
七

一
～
四

（
略
）

五

両
上
肢
を
手
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

五

両
上
肢
を
腕
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

し

六

両
下
肢
を
足
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

六

両
下
肢
を
足
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

し

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第

四

級

二
一
三

一
～
三

（
略
）

第

四

級

二
一
三

一
～
三

（
略
）

四

一
上
肢
を
ひ
じ
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

四

一
上
肢
を
ひ
じ
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

し

五

一
下
肢
を
ひ
ざ
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

五

一
下
肢
を
ひ
ざ
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

し

六
・
七

（
略
）

六
・
七

（
略
）

第

五

級

一
八
四

一
～
三

（
略
）

第

五

級

一
八
四

一
～
三

（
略
）

四

一
上
肢
を
手
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

四

一
上
肢
を
腕
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

し

五

一
下
肢
を
足
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

五

一
下
肢
を
足
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の

し

六

一
上
肢
の
用
を
全
廃
し
た
も
の

六

一
上
肢
の
用
を
全
廃
し
た
も
の

し

七

一
下
肢
の
用
を
全
廃
し
た
も
の

七

一
下
肢
の
用
を
全
廃
し
た
も
の

し

八

（
略
）

八

（
略
）

第

六

級

一
五
六

一
～
四

（
略
）

第

六

級

一
五
六

一
～
四

（
略
）

五

脊
柱
に
著
し
い
変
形
又
は
運
動
障
害
を
残
す

五

脊
柱
に
著
し
い
奇
形
又
は
運
動
障
害
を
残
す

せ
き

せ
き

も
の

も
の

六

一
上
肢
の
三
大
関
節
中
の
二
関
節
の
用
を
廃

六

一
上
肢
の
三
大
関
節
中
の
二
関
節
の
用
を
廃

し

し
た
も
の

し
た
も
の



七

一
下
肢
の
三
大
関
節
中
の
二
関
節
の
用
を
廃

七

一
下
肢
の
三
大
関
節
中
の
二
関
節
の
用
を
廃

し

し
た
も
の

し
た
も
の

八

一
手
の
五
の
手
指
又
は
母
指
を
含
み
四
の
手

八

一
手
の
五
の
手
指
又
は
母
指
及
び
示
指
を
含

指
を
失
つ
た
も
の

み
四
の
手
指
を
失
つ
た
も
の

第

七

級

一
三
一

一
～
五

（
略
）

第

七

級

一
三
一

一
～
五

（
略
）

六

一
手
の
母
指
を
含
み
三
の
手
指
を
失
つ
た
も

六

一
手
の
母
指
及
び
示
指
を
失
つ
た
も
の
又
は

の
又
は
母
指
以
外
の
四
の
手
指
を
失
つ
た
も
の

母
指
若
し
く
は
示
指
を
含
み
三
以
上
の
手
指
を

失
つ
た
も
の

七

一
手
の
五
の
手
指
又
は
母
指
を
含
み
四
の
手

七

一
手
の
五
の
手
指
又
は
母
指
及
び
示
指
を
含

指
の
用
を
廃
し
た
も
の

み
四
の
手
指
の
用
を
廃
し
た
も
の

八

（
略
）

八

（
略
）

九

一
上
肢
に
偽
関
節
を
残
し
、
著
し
い
運
動
障

九

一
上
肢
に
仮
関
節
を
残
し
、
著
し
い
運
動
障

し

害
を
残
す
も
の

害
を
残
す
も
の

一
〇

一
下
肢
に
偽
関
節
を
残
し
、
著
し
い
運
動

一
〇

一
下
肢
に
仮
関
節
を
残
し
、
著
し
い
運
動

し

障
害
を
残
す
も
の

障
害
を
残
す
も
の

一
一
～
一
三

（
略
）

一
一
～
一
三

（
略
）

第

八

級

五
〇
三

一
・
二

（
略
）

第

八

級

五
〇
三

一
・
二

（
略
）

三

一
手
の
母
指
を
含
み
二
の
手
指
を
失
つ
た
も

三

一
手
の
母
指
を
含
み
二
の
手
指
を
失
つ
た
も

の
又
は
母
指
以
外
の
三
の
手
指
を
失
つ
た
も
の

の

四

一
手
の
母
指
を
含
み
三
の
手
指
の
用
を
廃
し

四

一
手
の
母
指
及
び
示
指
又
は
母
指
若
し
く
は

た
も
の
又
は
母
指
以
外
の
四
の
手
指
の
用
を
廃

示
指
を
含
み
三
以
上
の
手
指
の
用
を
廃
し
た
も

し
た
も
の

の

五

一
下
肢
を
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
短
縮
し

五

一
下
肢
を
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
短
縮
し

し

た
も
の

た
も
の

六

一
上
肢
の
三
大
関
節
中
の
一
関
節
の
用
を
廃

六

一
上
肢
の
三
大
関
節
中
の
一
関
節
の
用
を
廃

し

し
た
も
の

し
た
も
の



七

一
下
肢
の
三
大
関
節
中
の
一
関
節
の
用
を
廃

七

一
下
肢
の
三
大
関
節
中
の
一
関
節
の
用
を
廃

し

し
た
も
の

し
た
も
の

八

一
上
肢
に
偽
関
節
を
残
す
も
の

八

一
上
肢
に
仮
関
節
を
残
す
も
の

し

九

一
下
肢
に
偽
関
節
を
残
す
も
の

九

一
下
肢
に
仮
関
節
を
残
す
も
の

し

一
〇
・
一
一

（
略
）

一
〇
・
一
一

（
略
）

第

九

級

三
九
一

一
～
一
一

（
略
）

第

九

級

三
九
一

一
～
一
一

（
略
）

一
二

一
手
の
母
指
又
は
母
指
以
外
の
二
の
手
指

一
二

一
手
の
母
指
を
失
つ
た
も
の
、
示
指
を
含

を
失
つ
た
も
の

み
二
の
手
指
を
失
つ
た
も
の
又
は
母
指
及
び
示

指
以
外
の
三
の
手
指
を
失
つ
た
も
の

一
三

一
手
の
母
指
を
含
み
二
の
手
指
の
用
を
廃

一
三

一
手
の
母
指
を
含
み
二
の
手
指
の
用
を
廃

し
た
も
の
又
は
母
指
以
外
の
三
の
手
指
の
用
を

し
た
も
の

廃
し
た
も
の

一
四
～
一
六

（
略
）

一
四
～
一
六

（
略
）

第
一
〇
級

三
〇
二

一

（
略
）

第
一
〇
級

三
〇
二

一

（
略
）

二

正
面
視
で
複
視
を
残
す
も
の

三
～
六

（
略
）

二
～
五

（
略
）

六

一
手
の
示
指
を
失
つ
た
も
の
又
は
母
指
及
び

示
指
以
外
の
二
の
手
指
を
失
つ
た
も
の

七

一
手
の
母
指
又
は
母
指
以
外
の
二
の
手
指
の

七

一
手
の
母
指
の
用
を
廃
し
た
も
の
、
示
指
を

用
を
廃
し
た
も
の

含
み
二
の
手
指
の
用
を
廃
し
た
も
の
又
は
母
指

及
び
示
指
以
外
の
三
の
手
指
の
用
を
廃
し
た
も

の

八

一
下
肢
を
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
短
縮
し

八

一
下
肢
を
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
短
縮
し

し

た
も
の

た
も
の

九

（
略
）

九

（
略
）

一
〇

一
上
肢
の
三
大
関
節
中
の
一
関
節
の
機
能

一
〇

一
上
肢
の
三
大
関
節
中
の
一
関
節
の
機
能

し



に
著
し
い
障
害
を
残
す
も
の

に
著
し
い
障
害
を
残
す
も
の

一
一

一
下
肢
の
三
大
関
節
中
の
一
関
節
の
機
能

一
一

一
下
肢
の
三
大
関
節
中
の
一
関
節
の
機
能

し

に
著
し
い
障
害
を
残
す
も
の

に
著
し
い
障
害
を
残
す
も
の

第
一
一
級

二
二
三

一
～
六

（
略
）

第
一
一
級

二
二
三

一
～
六

（
略
）

七

脊
柱
に
変
形
を
残
す
も
の

七

脊
柱
に
奇
形
を
残
す
も
の

せ
き

せ
き

八

一
手
の
示
指
、
中
指
又
は
環
指
を
失
つ
た
も

八

一
手
の
中
指
又
は
薬
指
を
失
つ
た
も
の

の

九

一
手
の
示
指
の
用
を
廃
し
た
も
の
又
は
母
指

及
び
示
指
以
外
の
二
の
手
指
の
用
を
廃
し
た
も

の

九
・
一
〇

（
略
）

一
〇
・
一
一

（
略
）

第
一
二
級

一
五
六

一
～
三

（
略
）

第
一
二
級

一
五
六

一
～
三

（
略
）

四

一
耳
の
耳
殻
の
大
部
分
を
欠
損
し
た
も
の

四

一
耳
の
耳
殻
の
大
部
分
を
欠
損
し
た
も
の

か
く

五

鎖
骨
、
胸
骨
、
ろ
く
骨
、
け
ん
こ
う
骨
又
は

五

鎖
骨
、
胸
骨
、
ろ
く
骨
、
け
ん
こ
う
骨
又
は

骨
盤
骨
に
著
し
い
変
形
を
残
す
も
の

骨
盤
骨
に
著
し
い
奇
形
を
残
す
も
の

六

一
上
肢
の
三
大
関
節
中
の
一
関
節
の
機
能
に

六

一
上
肢
の
三
大
関
節
中
の
一
関
節
の
機
能
に

し

障
害
を
残
す
も
の

障
害
を
残
す
も
の

七

一
下
肢
の
三
大
関
節
中
の
一
関
節
の
機
能
に

七

一
下
肢
の
三
大
関
節
中
の
一
関
節
の
機
能
に

し

障
害
を
残
す
も
の

障
害
を
残
す
も
の

八

長
管
骨
に
変
形
を
残
す
も
の

八

長
管
骨
に
奇
形
を
残
す
も
の

九

一
手
の
小
指
を
失
つ
た
も
の

一
〇

一
手
の
示
指
、
中
指
又
は
環
指
の
用
を
廃

九

一
手
の
中
指
又
は
薬
指
の
用
を
廃
し
た
も
の

し
た
も
の

一
一
・
一
二

（
略
）

一
〇
・
一
一

（
略
）

一
三

局
部
に
頑
固
な
神
経
症
状
を
残
す
も
の

一
二

局
部
に
頑
固
な
神
経
症
状
を
残
す
も
の

が
ん

一
四
・
一
五

（
略
）

一
三
・
一
四

（
略
）



第
一
三
級

一
〇
一

一

（
略
）

第
一
三
級

一
〇
一

一

（
略
）

二

正
面
視
以
外
で
複
視
を
残
す
も
の

三
～
五

（
略
）

二
～
四

（
略
）

六

一
手
の
小
指
の
用
を
廃
し
た
も
の

五

一
手
の
小
指
を
失
つ
た
も
の

七

一
手
の
母
指
の
指
骨
の
一
部
を
失
つ
た
も
の

六

一
手
の
母
指
の
指
骨
の
一
部
を
失
つ
た
も
の

七

一
手
の
示
指
の
指
骨
の
一
部
を
失
つ
た
も
の

八

一
手
の
示
指
の
末
関
節
を
屈
伸
す
る
こ
と
が

で
き
な
く
な
つ
た
も
の

八

一
下
肢
を
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
短
縮
し

九

一
下
肢
を
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
短
縮
し

し

た
も
の

た
も
の

九
・
一
〇

（
略
）

一
〇
・
一
一

（
略
）

第
一
四
級

五
六

一
～
三

（
略
）

第
一
四
級

五
六

一
～
三

（
略
）

四

上
肢
の
露
出
面
に
手
の
平
の
大
き
さ
の
醜
い

四

上
肢
の
露
出
面
に
手
の
平
の
大
き
さ
の
醜
い

し

あ
と
を
残
す
も
の

あ
と
を
残
す
も
の

五

下
肢
の
露
出
面
に
手
の
平
の
大
き
さ
の
醜
い

五

下
肢
の
露
出
面
に
手
の
平
の
大
き
さ
の
醜
い

し

あ
と
を
残
す
も
の

あ
と
を
残
す
も
の

六

一
手
の
小
指
の
用
を
廃
し
た
も
の

六

一
手
の
母
指
以
外
の
手
指
の
指
骨
の
一
部
を

七

一
手
の
母
指
及
び
示
指
以
外
の
手
指
の
指
骨

失
つ
た
も
の

の
一
部
を
失
つ
た
も
の

七

一
手
の
母
指
以
外
の
手
指
の
遠
位
指
節
間
関

八

一
手
の
母
指
及
び
示
指
以
外
の
手
指
の
末
関

節
を
屈
伸
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
た
も
の

節
を
屈
伸
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
た
も
の

八
～
一
〇

（
略
）

九
～
一
一

（
略
）




